
   
６１０２ 「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」の見方、手続 

 
 
税関の外郵出張所は、郵便物の「品物の内容、価格などが不明確な場合」・

「その品物の輸入について、輸入貿易管理令、医薬品医療機器等法などの規

定により、所管する省庁の許可･承認等を必要とする場合」・「別送品、寄贈品

などで減免税の対象になると思われる場合」などには、郵便物の名宛人に対

して「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」という「はがき」を

送付します。 
この「お知らせ」が手元に届いたときには、よく読んで下さい。その際、

「連絡事項」欄に記載されている事項が、 
１．品物の内容、価格が不明とある場合は、仕入書など内容、価格が明らか

になる資料を、 
２．輸入貿易管理令等の許可･承認等が必要とある場合は、それぞれの所管省

庁で必要な手続をお取りの上、その許可･承認書を、 
３．別送品であるかどうかの確認とある場合で、別送品である場合は入国時

に税関に提出して確認印を受けた別送品申告書を、 
「お知らせ」を送達した税関外郵出張所に郵送するか、直接提出して下さい。 

また、寄贈品、再輸入品である場合は、その旨を連絡して下さい。 
なお、「お知らせ」の日から１ヶ月以内に輸入の手続が行われない場合には、

原則として差出人に返送されますので早めに手続を行って下さい。 
 

国際郵便物に関する手続等不明の場合は、税関外郵出張所等へお問い合わ

せください。 
 

（関税法基本通達７６－４－４） 
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                   （平成 26年 9月現在） 
 

 東 京 税 関 東京外郵出張所 ・・・・・・・・・・ 03-5665-3755 

  〒136-0075 東京都江東区新砂3-5-14 日本郵便株式会社東京国際郵便局内 

 

 横 浜 税 関 川崎外郵出張所 ・・・・・・・・・・ 044-270-5780 

  〒219-8799 川崎市川崎区東扇島 88 日本郵便株式会社川崎東郵便局内 

  

 名古屋税関 中部外郵出張所  ・・・・・・・・・・ 0569-38-1524 

  〒479-0199 常滑市セントレア3-13-2 日本郵便株式会社中部国際郵便局内 

  

 大 阪 税 関 大阪外郵出張所 ・・・・・・・・・・ 072-455-1850 

  〒549-8799 泉南市泉州空港南１番地 日本郵便株式会社大阪国際郵便局内 

 

 門 司 税 関 福岡外郵出張所 ・・・・・・・・・・ 092-663-6260 

  〒811-8799 福岡市東区蒲田 4-13-70 日本郵便株式会社新福岡郵便局内 

 

 沖縄地区税関 那覇外郵出張所 ・・・・・・・・・・ 098-854-8292 

  〒900-0025 那覇市壺川 3-3-8 日本郵便株式会社那覇中央郵便局内 
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税 関 外 郵 出 張 所 一 覧 


